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？
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©全日本美容講師会：第105回TMモード

第105回トップマスターズモード発表

105 Top Masters Mode

　美容にいがた 8 月号にてご案内いたしました『第105回トップマスター
ズモード発表・講習会inにいがた』は、新型コロナウイルス感染症の影
響により、中止となりました。
　併せて、同時開催の「第47回全国大会中振袖着付優勝　種岡順子さんの
作品制作実演」並びに「意識改革研修会」も中止です。
　なお、第105回トップマスターズモードテキストは、 9 月以降全組合員
に配布されますので、各サロンにてご活用ください。

フレッド

マレット スウィンブ



美　容　に　い　が　た （昭和43年7月2日第三種郵便物認可）　第783号令和 2年 8月 20 日 （2）組
合
本
部
事
務
所
へ
の
各
共
済
に
関
す
る
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
は
午
前
10
時
か
ら
午
後
4
時
ま
で
に
お
願
い
致
し
ま
す
。 講 師　伊藤　美咲 氏 (SNIPS LOHAS jr.スタイリスト)

会 費　2回コース 5,500円（税込）/エドル使用サロン様に限り1,100円（税込）
定 員　各15名（ソーシャルディスタンスを保つための定員になります。）
　★マスク着用、会場入口にてアルコール消毒をお願いいたします。

詳しくは、弊社担当営業まで。

×

Cut & Color 2Days セミナー in 新潟・上越
・第1回ウィッグカット・第2回ウィッグカラー
・エドルによる最新トレンドデザインについて（カット・カラー）
・フィニッシュワークテクニックレクチャー

きくや美粧堂 新潟スタジオ
日時：① 9 月28日㈪ 13:00～15:00 
　　　②10月26日㈪ 13:00～15:00

きくや美粧堂 上越スタジオ
日時：① 9 月14日㈪ 13:00～15:00 
　　　②10月12日㈪ 13:00～15:00

新潟会場 上越会場
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残暑お見舞い
申し上げます

新潟県美容業生活衛生同業組合

　標準営業約款制度は、法律で定められた消費者（利
用者）擁護に資するための制度です。
厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録
した、「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、
「めん類飲食店」、「一般飲食店」では、店頭にＳ
マークを掲げています。登録店は、安心・安全・
衛生を約束する信頼できるお店です。

詳しくは、（公財）新潟県生活衛生営業指導センター
☎025-378-2540までお問い合わせ下さい。

『標準営業約款制度［Ｓマーク］をご存じですか！』

厚生労働大臣認可 加入者増強運動実施中！
10/1 加入分



（昭和43年7月2日第三種郵便物認可）　第783号美　容　に　い　が　た令和 2年 8月 20 日（3） 組
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美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン 令和２年５月29日策定 
全日本美容業生活衛生同業組合連合会 

1 ．本ガイドラインについて������������������
　新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状
況分析・提言」（2020年 5 月 4 日）においては、「今後、感染拡大の予防と社会経済
活動の両立を図っていくに当たっては、特に事業者において提供するサービスの場
面ごとに具体的な感染予防を検討し、実践することが必要になる。社会にはさまざ
まな業種等が存在し、感染リスクはそれぞれ異なることから、業界団体等が主体と
なり、また、同業種だけでなく他業種の好事例等の共有なども含め業種ごとに感染
拡大を予防するガイドライン等を作成し、業界をあげてこれを普及し、現場において、
試行錯誤をしながら、また創意工夫をしながら実践していただくことを強く求めた
い。」とされたところである。
　これを受け、同専門家会議の提言の中にある「各業種のガイドライン等の作成に
当たって求められる基本的な考え方や留意点の例」等に留意しながら、当面の対策
をとりまとめたところである。
　なお、新型コロナウイルスの最新の知見や今後の各地域の感染状況等を踏まえて、
本ガイドラインは随時見直すこととする。

2 ．感染防止のための基本的な考え方 ��������������
　開設者及び管理美容師は、施設の規模や提供するサービスの形態を十分に踏まえ、
施設内及びその周辺地域において、当該施設の従業員のほか、顧客への新型コロナ
ウイルスの感染拡大を防止するため、最大限の対策を講ずるものとする。
　特に、①密閉空間（換気の悪い密閉空間である）、②密集場所（多くの人が密集し
ている）、③密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）
という 3 つの条件（いわゆる「三つの密」）のある場では、感染を拡大させるリスク
が高いと考えられ、本ガイドラインは、これを避けることなど、自己への感染を回
避するとともに、他人に感染させないように徹底し、家族や身近な人を守り、顧客
の安全を守ることを旨とする。 

3 ．開設者及び管理美容師が講ずるべき具体的な対策 �������
⑴　リスク評価������������������������
　 　開設者及び管理美容師は、新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である接

触感染（①）と飛沫感染（②）のそれぞれについて、従業員や顧客等の動線や接
触等を考慮したリスク評価を行い、そのリスクに応じた対策を検討する。

　①接触感染のリスク評価
　　 　複数の従業員が共有する器具や、顧客も触れるドアノブなど手が触れる場所

を特定し、これらへの接触の頻度を評価する。高頻度接触部位（受付テーブル、
美容椅子、ドライヤー等の美容器具、美容用剤、シャワーヘッド、ドアノブ、
電気のスイッチ、電話、レジ、蛇口、手すり、エレベーターのボタン等）には
特に注意する。

　②飛沫感染のリスク評価
　　 　施設における換気の状況を判断して、人と人との距離がどの程度維持できる

か、施設内での会話や顧客に直接触れる作業がどこにあるか等を評価する。 

⑵　施設内の各所における対応策����������������
　①留意すべき基本原則と各エリア・場面の共通事項
　　・  人との接触を避け、対人距離を確保する（顧客への施術に影響がない範囲で、

できるだけ 2 mを目安に（最低 1 m）確保するように努める）。 
　　・  感染防止のための来店者の整理（密にならないよう、来店者数の調整及び美

容椅子の間隔に配慮。発熱又はその他の感冒様症状を呈している者等の来店
制限を含む） 

　　・  入口や施設内のアルコール擦式手指消毒薬の設置又は石鹸と流水による手洗
いの励行。 

　　・マスク等の着用（従業員及び顧客に対する配慮） 
　　・施設の換気（ 2 つの窓を同時に開けるなどの対応も考えられる） 
　　・  タオル、ケープの交換や、施設内及び皮膚に接する器具の消毒をその都度実

施する。 
　　・  共用物品は最小限とする。 
　　・  従業員や顧客が共用する物品や高頻度接触箇所は随時清拭消毒を行う。
　②症状のある方の来店制限等
　　・  新型コロナウイルスに関しては、発症していない人からの感染もあると考え

られるが、発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人や、新型コ
ロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある人、過去14日以内に
政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡
航や当該在住者との濃厚接触がある人の予約又は来店をご遠慮いただくこと
は、施設内などにおける感染対策としては最も優先すべき対策である。この
ため、予約時及び来店時に問診を行うこととし、店側の対応等を説明し、状
況によっては来店又は入店をご遠慮いただくことも考えられる。 

　　・  密にならないよう施術の予約時間を調整する。 
　　・  施術に影響しない範囲で、顧客にもマスクの着用を促す（例えば、耳掛け紐

にラップを巻く等、水濡れ防止策を施し顧客の不快感の軽減に配慮）。 
　　・  万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意しながら、顧

客の名簿は 3 週間以上適正に管理することが重要である。

　③施術中
　　・  使用する美容椅子の間隔を広く確保する（顧客への施術に影響がない範囲で、

できるだけ 2 mを目安に（最低 1 m）確保するように努める）、顧客を案内す
る際に密にならないようご案内する等の対応を行うこと。

　　・  従業員は常にマスクを着用すること。特に、シャンプー、化粧、まつ毛エク
ステンション等の顔面作業時及びネイルの施術時には必ず着用することとし、
必要最小限の会話とすることに努めること。

　　・  必要に応じて、目の粘膜からの感染を防止するための目を覆うことができる
物（フェイスガード、ゴーグル等）を着用すること。

　④トイレ（※感染リスクが比較的高いと考えられるため留意する。）
　　・  便器内は、通常の清掃で良い。
　　・  不特定多数が接触するドアノブや便座、手洗いの蛇口等は、定期的に清拭消

毒を行う。
　　・  トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示する。
　　・  使用後は確実に石鹸と流水による手洗いをするよう表示する。
　　・  ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する。
　　・  ハンドドライヤー（手を乾かすための物）は止め、タオルの共有は禁止する。
　⑤  従業員の休憩室及び顧客の待合室（※感染リスクが比較的高いと考えら

れるため留意する。）
　　・  予約の調整を行うことにより、なるべく顧客が待合室を使用しないようにする。
　　・  一度に休憩する人数を減らし、対人距離を確保する（できるだけ 2 mを目安

に（最低 1 m）確保するように努める）。また、対面で飲食や会話をしないよ
うにする。 

　　・  休憩室及び使用する際の待合室は、常時換気することに努める。
　　・  共有する物品（テーブル、椅子、水道の蛇口等）は、定期的に清拭消毒する。
　　・  従業員が使用する際は、入退室の前後に手指消毒又は石鹸と流水による手洗

いをする。
　⑥ゴミの廃棄
　　・  鼻水、唾液などが付いたゴミは、ビニール袋に入れて密閉して縛る。
　　・  ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用する。
　　・  マスクや手袋を脱いだ後は、必ず手指消毒又は石鹸と流水による手洗いをする。
　⑦清掃・消毒
　　・  市販されている界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃する。通常の

清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、次亜塩素酸ナトリウムを用いて
始業前、終業後に清拭消毒することが重要である。手が触れることがない床
や壁は、通常の清掃で良い。

　　・  高頻度接触箇所を随時清拭消毒する。
　　・  タオル、皮膚に接する器具及び間接的に皮膚に接する器具の消毒は、「理容所

及び美容所における衛生管理要領について」（昭和 56年 6 月 1 日環指第95号
厚生省環境衛生局長通知）の規定に基づいて行う。

　⑧その他
　　・  本ガイドラインに記載がない部分については、「理容所及び美容所における衛

生管理要領について」等の規定に基づいて衛生管理を行うこと。
　　・  特に高齢者や持病のある方については、感染した場合の重症化リスクが高い

ことから、サービスを提供する際は、予約時又は来店時により慎重に体調や
体温等について伺い、場合によっては来店日を変更してもらう。

　　・  地域の生活圏において、地域での感染拡大の可能性が報告された場合の対応
について検討をしておく。

⑶　従業員の感染予防のための管理���������������
　　・  従業員は常に爪を短く切り、客 1 人ごとの作業前及び作業後や会計後等のこ

まめな手指消毒又は石鹸と流水による手洗いの徹底を図る。
　　・  マスク着用等の咳エチケットの徹底を図る。
　　・  必要に応じて手袋等を着用する。
　　・  時差出勤、自転車通勤の活用を図る。
　　・  ユニフォームや衣服はこまめに洗濯する。
　　・  出勤前に体温を確認することを従業員に求め、風邪症状や発熱がある場合や、

新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、過去 14 
日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域
等への渡航や当該在住者との濃厚接触がある場合は、開設者及び管理美容師
等に報告し、出勤しないことを求める。

　　・  新型コロナウイルス感染症と診断された場合や、新型コロナウイルス感染症
患者と濃厚接触があり、保健所から自宅待機等の措置を要請された場合は、
速やかに開設者及び管理美容師等に報告することを徹底する。報告を受けた
開設者及び管理美容師等は、必要に応じて、保健所に相談し指示に従うこと。

　　・  これらの報告を受ける担当者（開設者及び管理美容師等）及び情報を取り扱
う範囲を定め、従業員に周知・徹底する。

　　・  新型コロナウイルス感染症についての相談目安及び「保健所」、「帰国者・接
触者相談センター」の連絡先を従業員に周知・徹底する。

　　・  従業員に対し、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表し
ている「人との接触を 8 割減らす10 のポイント」や「新しい生活様式の実践例」
を周知すること。

事業部からのお知らせ
ZENBIは全美連（厚生労働大臣認可）の
オフィシャルマガジンです
○サロンの経営講座を判りやすく解説
○世界各地より発信の海外ヘア情報
○連合会の各種事業や組織活動　○お客様との会話、話題情報
○各県の行事、事業の紹介　○美容師試験、最新情報
　年間購読料　￥3,637（送料・消費税込み）

お申込みは　組合事務局へ　025-223-0991サロンに1冊

組合新規加入者の紹介者に対
し、奨励金として5,000円を
進呈します。
ぜひ、お仲間を組合へお誘い
ください!!

新潟県内「注意報」発令中
　全国的に新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大が起こっており、7月31日、新潟県では、新型コロナウ
イルス感染症「注意報」が発令されました。
　感染防止のため、美容業として、より一層衛生管理の徹底が求められています。再度『美容業における新型コ
ロナウイルス感染拡大予防ガイドライン』を十分に読み、理解し、実践の徹底をお願いいたします。



美　容　に　い　が　た （昭和43年7月2日第三種郵便物認可）　第783号令和 2年 8月 20 日 （4）

 9月 6日㈰ 第42回国家試験（筆記）� 東京他

  　28日㈪ 管理美容師資格認定講習会①� 三越タクシービル（長岡市）

  　30日㈬ 第42回国家試験合格発表�

共済・保険の請求先のご案内
①�共済会給付金申請（請求期限は事由
発生から 6ヶ月以内）

　　支部長へご連絡下さい
②�総合福祉共済給付金申請（請求期限
は事由発生から 1年以内）

　　 総合福祉共済ご加入者の方は組合
へご連絡下さい

③�賠償責任保険請求
　　支部長へご連絡下さい

給付項目 件数 給付金額（円）
1. 火災見舞金 0 0
2. 災害見舞金 0 0
3. 死亡弔慰金 0 0
4. 配偶者死亡弔慰金 1 30,000
5. 傷病見舞金（7 日以上入院） 2 40,000
6. 慰労金 0 0
7. 退職慰労金 0 0

計 3 70,000

●共済会　給付金
　　（請求期限：事由発生から 6 ヶ月以内）

※総合福祉共済の特別給付金の支払い迄には、
1ヶ月〜1ヶ月半かかります。ご了承ください。

給付項目 対象者
還暦祝金 昭和35年 9 月生まれ
古希祝金 昭和25年 9 月生まれ
銀婚祝金 平成 6 年10月〜平成 7 年 9 月結婚
金婚祝金 昭和44年10月〜昭和45年 9 月結婚

※ 結婚・出産などの祝金、入院等の見舞金・人間
ドック補助金はその都度ご請求ください。

※ 給付金を請求される際は、手続がスムーズに行
えるよう記入漏れ・印鑑の押し忘れ・書類の添
付忘れがないかもう一度ご確認ください。

給付項目 件数 給付金額（円）
1. 配偶者死亡弔慰金 0 0
2. 子供死亡弔慰金 0 0
3. 入院療養見舞金 1 20,000
4. 結婚祝金 1 20,000
5. 第1子誕生祝金 1 20,000
6. 子供誕生祝金 0 0
7. 銀婚祝金（入籍後25年） 0 0
8. 金婚祝金（入籍後50年） 0 0
9. 還暦祝金（満60歳） 0 0

10. 古希祝金（満70歳） 0 0
11. 長寿祝金 0 0
12. 人間ドック補助金 19 190,000

計 22 250,000

平成 2 年度　各種給付状況（ 7 月）

●全美連総合福祉共済　特別給付金
　　（請求期限：事由発生から 1 年以内） 総合福祉共済 9 月の特別給付金対象者

令和元年 9 月 1 日以前加入の方が該当です。
事由発生日以前の請求は出来ませんのでご注意ください。

総合福祉共済 9 月の振替日
ゆうちょ銀行以外の金融機関………… 9 月23日㈬
ゆうちょ銀行…………………………… 9 月28日㈪
※口座へのご入金は前営業日までにお願い致します。

償 還 期 限 基準利率 特別利率A 特別利率C 特別利率F 償 還 期 限 基準利率 特別利率A 特別利率C
5年以内

1.21〜1.81 0.81〜1.41 0.31〜0.91 1.21

12年超 13年以内 1.25〜1.85 0.85〜1.45 0.35〜0.95
5年超　6年以内 13年超 14年以内 1.27〜1.87 0.87〜1.47 0.37〜0.97
6年超　7年以内 14年超 15年以内 1.30〜1.90 0.90〜1.50 0.40〜1.00
7年超　8年以内 15年超 16年以内

1.40〜2.00 1.00〜1.60 0.50〜1.10
8年超　9年以内 16年超 17年以内
9年超  10年以内 17年超 18年以内
10年超 11年以内 1.22〜1.82 0.82〜1.42 0.32〜0.92 18年超 19年以内
11年超 12年以内 1.24〜1.84 0.84〜1.44 0.34〜0.94 19年超 20年以内 1.50〜2.10 1.10〜1.70 0.60〜1.20

区 分 適用施設設備等
基 準 利 率 設備資金（非組合員に適用）運転資金（返済期間：7 年以内）
特別利率A 振興事業運転資金（標準営業約款登録営業者） 特別利率C 振興事業設備資金（組合員に適用）

特別利率F
生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付（無担保・無保証融資）
設備資金（返済期間：10年以内　据置期間：２年以内）
運転資金（返済期間：７年以内　据置期間：１年以内）

生活衛生資金貸付利率一覧表 （適用日：令和 2年 8月 3日、年利：％）

一定の会計書類を備え、「振興事業に係る事業計画書」を策定し、組合の確認を受けた場合、利率が引下ります。
　ア．設備資金：特別利率Ｃ→特別利率Ｃ− 0.15％　　イ．運転資金：基準利率→基準利率　− 0.15％

「一定の会計書類」とは…（1）原則、税務署の収受印のある「青色申告書」
（2）白色申告者の場合は「白色申告書」　（3）決算実績がない営業者又は開業予定者は「創業計画書」

原則として、保証人は不要です。
上記の金利は、「担保を提供する融資を希望される方」に適用されます。審査によって金利が決定します。

「担保を不要とする融資を希望される方」は上記の金利に 0.3％以上上乗せになります。

 

だ
よ
り

組
合

我が家のお寺は市内の近場にあります。帰省で戻った家族と、夜の迎え火にお
参りするのが、いつものお盆でした。今年はお寺の本堂に入れるのは代表者だ
け、お墓での密集は避ける様にとのお達しから、日昼一人で済ませました。移
動が出来ない家族の為、リモートで法事をするお寺もあり、コロナ禍で生活様
式は変わります。
飲食店では、従来の来店客数が戻りつつあった折の感染再拡大。対応策のテイ
クアウトは、今後も定番業務になるのかもしれません。ただのテイクアウトな
ら、〇〇弁当やスーパーの惣菜やお弁当等、安くて美味しい所もたくさんあり
ますが、多少高くても、そのお店から購入する人が多くいます。その店の味が
好き。馴染みだから。好きだから応援したい。ずっと地元で、一緒に暮らす大
切なお店だから。そんなお客様からの想いは、そのお店がずっとし続けてきた
地域への貢献や不断の努力やスタッフの頑張りがあったからです。
美容室の場合、お客様との信頼のバロメーターが店販と言われています。応援
して頂くに値するお店やスタッフであり続け、そうなる努力を怠らない。お客
様にどう喜んで頂けるかを考え続けた、その結果とも言えます。生活様式は変
わっても、その関係性はどんな時代になっても変わらない事とあらためて思い
ます。

■ テイクアウト

株式会社  NODA http://www.noda-salon.com

全美連 第22回作文コンテスト募集要綱
美容にかける、あなたの夢を文章に……

【募集テーマ】  ・コロナから見えてきたもの

【入賞者・賞金】
　　　最優秀賞１名��厚生労働大臣賞・賞金10万円
　　　優秀賞 2 名��賞金 5 万円
　　　入選若干名��賞金 2 万円（商品券）
　　　※ 最優秀賞・優秀賞の方は令和 3 年全美連新年懇親会へのご招待
　　　　（旅費・宿泊費実費支給）

【結果発表及び表彰式（予定）】
　　　令和 3 年 1 月20日：東京・紀尾井町『ホテルニューオータニ』

【審査委員及び審査】　学識経験者等による厳正な審査

【原稿枚数】　400字詰め原稿用紙 4 枚より 7 枚まで（パソコン・ワープロ原稿可）
　　　　　　※ パソコン・ワープロの場合は1600字より2800字まで。書式設定は問いません。

【応募資格】　組合員、またはその従業員（従業員は美容師に限る・年齢不問）
【提出作文の著作権】　  全日本美容業生活衛生同業組合連合会に帰属し、他に転

載等することを禁ずる
　　　　　　　　　　※ 最優秀賞・優秀賞作品及び審査会が「全美連の組織の

運営上、特に『ZENBI』読者に紹介したい」とした作
品は「ZENBI」誌上で発表

【応募先】 〒151—0053　東京都渋谷区代々木1—56—4　美容会館 7 階
 全美連・作文コンテスト係
  作文には「郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号、

美容室名、組合員・従業員の別」を明記
※ ご記入いただいた個人情報については、作文コンテストの結果通知に使用し、作品提出

者の同意を得ず第三者に対して提供はしない。作文は返却しない。

【応募締切日】　令和 2 年10月21日（水）　消印有効


